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一
二
年
に
一
度
の
午
年
は
、
久
高
島
（
沖
縄
県
南
城
市
）
で
女
性
た
ち
の
村
落
祭
祀
組
織
へ
の
加
入
儀
礼
で
あ
る
イ
ザ
イ
ホ
ウ
が
行

わ
れ
る
年
で
あ
る
が
、
そ
の
同
じ
年
の
八
月
に
、
男
性
が
主
体
と
な
る
ナ
ー
リ
キ
（
名
付
け
）
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
が
行
わ
れ
て
き
た

（
但
し
、
イ
ザ
イ
ホ
ウ
と
同
様
に
、
一
九
七
八
年
の
午
年
を
最
後
に
ナ
ー
リ
キ
も
行
わ
れ
て
い
な
い
）
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
八
名
付

け
Ｖ
儀
礼
の
内
容
の
検
討
を
行
い
、
そ
の
儀
礼
的
意
味
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
は
じ
め
に
、
名
付
け
儀
礼
が
行
わ
れ

る
八
月
の
、
例
年
に
お
け
る
一
連
の
行
事
の
概
要
か
ら
み
て
い
き
た
い
。
な
お
、
久
高
島
の
祭
場
お
よ
び
祭
祀
組
織
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
［
赤
嶺
一
九
八
一
一
一
、
一
九
九
三
］
を
参
照
願
う
こ
と
に
し
て
、
本
稿
で
は
行
論
上
必
要
な
限
り
に
お
い
て
触
れ
る
こ
と
に

す
る
。

久
高
島
で
は
、
旧
暦
八
月
九
日
か
ら
一
五
日
に
か
け
て
以
下
の
よ
う
な
一
連
の
行
事
が
行
わ
れ
る
。
以
下
の
記
述
は
、
比
嘉
康
雄
の

は
じ
め
に

久
高
島
の
八
名
付
け
Ｖ
考

八
月
行
事
の
概
要

赤
嶺
政
信
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報
告
［
比
嘉
一
九
九
三
川
一
一
一
一
一
九
～
一
一
七
四
］
と
筆
者
の
調
査
資
料
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。

九
日
》
①
ン
チ
ャ
メ
ー
ヌ
フ
ェ
１
と
称
し
、
夕
方
五
時
頃
、
ノ
ロ
（
外
間
ノ
ロ
と
久
高
ノ
ロ
）
を
は
じ
め
と
し
た
女
性
た
ち
が
外
間

（
拝
殿
と
そ
の
前
庭
か
ら
な
る
祭
場
）
に
参
集
し
て
か
ら
フ
ボ
ー
御
嶽
に
参
詣
す
る
。
②
子
の
刻
拝
み
と
称
し
、
漁
労
に
関
わ
る
男
性

神
役
の
ソ
ー
ル
イ
ガ
ナ
シ
が
両
ノ
ロ
の
家
を
訪
問
し
、
ノ
ロ
か
ら
神
酒
そ
の
他
の
接
待
を
受
け
る
。
こ
の
日
か
ら
一
五
日
ま
で
の
期
間
、

ウ
プ
グ
イ
と
呼
ば
れ
る
外
間
拝
殿
の
一
番
座
に
は
、
ア
カ
ヤ
ミ
ョ
ー
ブ
と
呼
ば
れ
る
赤
い
天
幕
が
張
ら
れ
る
。

一
○
日
》
①
ン
ナ
グ
ナ
ー
と
呼
ば
れ
る
一
五
歳
の
少
年
二
人
を
引
き
連
れ
た
ソ
ー
ル
イ
ガ
ナ
シ
が
各
家
を
訪
問
し
、
馳
走
の
接
待
を

受
け
、
家
族
の
人
数
に
応
じ
た
タ
ル
マ
ミ
キ
と
呼
ば
れ
る
神
酒
を
集
め
る
。
ソ
ー
ル
イ
ガ
ナ
シ
に
よ
る
各
戸
回
り
は
、
一
二
日
の
午
後

ま
で
続
く
。
②
朝
（
朝
マ
テ
ィ
）
と
夕
方
（
タ
マ
テ
ィ
）
の
二
回
、
外
間
と
ウ
ド
ゥ
ン
ミ
ャ
ー
（
御
殿
庭
、
神
ア
サ
ギ
と
そ
の
前
庭
か

ら
な
る
祭
場
）
に
お
い
て
、
ソ
ー
ル
イ
ガ
ナ
シ
が
集
め
た
神
酒
を
神
饒
と
し
て
、
村
人
の
健
康
祈
願
が
な
さ
れ
る
。
③
タ
マ
テ
ィ
終
了

後
に
、
御
殿
庭
に
お
い
て
、
女
性
た
ち
に
よ
る
ビ
ン
ヌ
ー
ス
ン
ヌ
と
呼
ば
れ
る
円
舞
が
行
わ
れ
る
。
④
ス
バ
サ
シ
と
称
し
、
タ
マ
テ
ィ

が
始
ま
る
前
こ
ろ
に
、
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
茅
数
本
に
桑
の
葉
を
束
ね
た
も
の
が
各
家
の
軒
先
な
ど
に
挿
さ
れ
る
。

二
日
血
そ
の
日
を
ヨ
ー
カ
ビ
ー
と
い
う
。
①
午
前
中
、
女
性
た
ち
に
よ
る
御
嶽
へ
の
参
拝
が
行
わ
れ
、
神
酒
が
供
え
ら
れ
る
。
御

嶽
か
ら
集
落
に
戻
っ
て
く
る
女
性
た
ち
を
男
た
ち
が
村
境
で
迎
え
る
。
②
外
間
と
御
殿
庭
で
タ
マ
テ
ィ
が
行
わ
れ
、
終
了
後
に
御
殿
庭

に
お
い
て
村
人
全
員
参
加
に
よ
る
盛
大
な
宴
会
が
催
さ
れ
る
。
な
お
、
御
嶽
か
ら
戻
っ
て
く
る
女
性
た
ち
を
村
境
で
迎
え
る
儀
礼
は
、

か
つ
て
国
王
が
久
高
島
に
行
幸
し
た
と
き
に
、
御
嶽
か
ら
戻
っ
て
く
る
国
王
一
行
を
村
境
で
迎
え
る
儀
礼
を
下
敷
き
に
し
て
成
立
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿
［
赤
嶺
二
○
○
四
］
で
論
じ
た
。

一
二
日
函
ウ
プ
ス
ー
組
と
も
呼
ば
れ
る
五
○
～
七
○
歳
の
長
老
た
ち
が
主
役
と
な
る
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
（
太
陽
神
）
が
行
わ
れ
る
。

テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
の
中
核
を
な
す
の
は
、
ウ
プ
ス
ー
た
ち
に
よ
る
ユ
ラ
ン
マ
の
浜
か
ら
御
殿
庭
に
向
け
て
の
歌
謡
を
伴
う
道
行
き
の
儀
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一
三
日
“
ハ
カ
イ
メ
ー
と
称
し
、
家
族
の
シ
ョ
ー
ニ
ン
（
正
人
）
（
一
六
～
七
○
歳
ま
で
の
男
性
）
の
数
に
応
じ
た
米
が
各
家
か
ら

外
間
に
持
ち
寄
ら
れ
、
翌
日
、
そ
の
米
で
神
酒
が
作
ら
れ
る
。

一
四
日
“
各
家
の
正
人
の
数
に
応
じ
た
お
金
、
餅
米
、
泡
盛
が
外
間
に
お
い
て
徴
収
さ
れ
る
。
翌
日
、
集
め
ら
れ
た
餅
米
で
餅
を
作

一
五
日
”
月
の
出
に
合
わ
せ
て
餅
や
神
酒
な
ど
を
神
撰
と
し
た
祈
願
が
外
間
で
行
わ
れ
、
祈
願
終
了
後
に
各
家
は
、
正
人
の
数
に
応

じ
た
数
の
餅
を
持
ち
帰
る
。

礼
で
あ
る
。
ま
た
、
ウ
プ
ス
ー
た
ち
の
道
行
き
の
儀
礼
に
先
立
っ
て
一
六
～
四
九
歳
ま
で
の
男
た
ち
に
よ
る
追
い
込
み
漁
が
行
な
わ
れ
、

獲
れ
た
魚
は
、
夕
方
、
ユ
ラ
ン
マ
の
浜
に
お
い
て
長
老
た
ち
に
供
さ
れ
る
。
な
お
、
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
は
、
国
王
の
久
高
島
行
幸
の
際

に
、
ユ
ラ
ン
マ
の
浜
に
到
着
し
た
国
王
が
、
壬
府
の
公
邸
で
あ
る
「
御
殿
」
（
こ
の
御
殿
は
、
国
王
の
一
七
七
三
の
行
幸
廃
止
に
伴
い
、

そ
の
四
年
後
の
一
六
七
七
年
に
取
り
壊
さ
れ
た
こ
と
が
『
球
陽
』
に
よ
っ
て
確
認
で
き
、
現
在
祭
場
と
な
っ
て
い
る
御
殿
庭
は
、
そ
の

「
御
殿
の
庭
」
の
意
で
あ
る
）
に
移
動
す
る
時
の
道
行
き
の
儀
礼
を
下
敷
き
に
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿

る
◎

午
年
の
名
付
け
は
、
イ
ザ
イ
ホ
ウ
（
二
月
）
に
先
立
っ
て
八
月
一
○
日
に
行
わ
れ
る
儀
礼
で
、
挙
行
さ
れ
る
期
日
が
例
年
の
八
月

マ
テ
ィ
の
日
と
重
な
る
。
比
嘉
康
雄
に
よ
る
と
、
マ
テ
ィ
の
終
了
後
に
名
付
け
の
儀
礼
が
行
わ
れ
る
と
い
う
が
［
比
嘉
一
九
九
三

回
四
一
一
］
、
後
述
す
る
鳥
越
憲
三
郎
の
記
述
で
は
マ
テ
ィ
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

「
御
殿
の
庭
」
の
意
で
あ
る
）
に
一

［
赤
嶺
二
○
○
四
］
で
論
じ
た
。

二
名
付
け
の
儀
礼
過
程
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で
は
、
図
１
に
示
す
よ
う
に
、
タ
ム
ト
ゥ
座
に
座
す
ノ
ロ
や
タ

ム
ト
ゥ
た
ち
に
相
対
す
る
か
た
ち
で
主
役
の
青
年
た
ち
が
位
置

す
る
。
鳥
越
に
よ
る
と
、
男
性
神
役
の
根
人
が
ノ
ロ
た
ち
に
向

か
っ
て
名
付
け
を
受
け
る
男
性
の
ヤ
ー
ン
ナ
ー
（
家
の
名
、
以

下
で
は
「
家
号
」
と
す
る
）
を
唱
え
、
そ
れ
に
続
け
て
本
人
が

自
分
の
姓
を
名
乗
る
と
い
う
［
鳥
越
一
九
六
五
四
○
四
。

一
方
、
比
嘉
康
雄
に
よ
る
と
、
青
年
た
ち
が
村
頭
（
ハ
ッ
シ
ャ

と
も
呼
ば
れ
、
祭
場
の
設
営
や
供
物
の
徴
収
な
ど
村
落
祭
祀
に

関
わ
る
雑
役
係
）
に
向
か
っ
て
家
号
と
姓
を
名
乗
り
、
村
頭
は

そ
れ
を
復
唱
し
て
タ
ム
ト
ゥ
座
に
立
つ
根
人
に
告
げ
、
根
人
が

ノ
ロ
た
ち
に
向
か
っ
て
合
掌
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
復
唱
し
て
報

告
す
る
と
い
う
［
比
嘉
一
九
九
三
㈹
四
一
一
一
一
］
・
若
干
の

名
付
け
儀
礼
の
脈
絡
に
お
い
て
、
久
高
島
の
一
五
歳
か
ら
二
六
歳
ま
で
年
齢
層
の
青
年
た
ち
は
、
年
齢
の
上
の
方
か
ら
ウ
ヤ
ウ
ム
イ

（
巳
・
午
・
未
年
生
ま
れ
の
一
一
六
・
一
一
五
・
二
四
歳
）
、
チ
ク
ド
ゥ
ヌ
（
ツ
ク
ド
ノ
と
も
。
申
・
酉
・
戌
年
生
ま
れ
の
一
一
一
一
一
・
一
一
一
一
・
一
一

一
歳
）
、
マ
ク
ラ
カ
ー
（
亥
・
子
・
丑
年
生
ま
れ
の
一
一
○
・
一
九
・
’
八
歳
）
、
ウ
ン
サ
ク
（
寅
・
卯
・
辰
年
生
ま
れ
の
一
七
・
一
六
・

’
五
歳
）
の
四
つ
の
階
梯
に
分
け
ら
れ
る
。
以
下
に
お
い
て
、
昭
和
一
七
年
の
午
年
の
名
付
け
儀
礼
を
参
与
観
察
し
て
い
る
鳥
越
憲
三

郎
の
記
述
［
鳥
越
一
九
六
五
四
○
一
～
四
一
一
一
一
］
を
主
と
し
て
参
照
し
つ
つ
、
儀
礼
過
程
の
概
略
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

祭
場
は
外
問
と
御
殿
庭
の
二
箇
所
で
、
外
間
で
行
わ
れ
る
の
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
儀
礼
が
御
殿
庭
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
外
間
の
庭

二
外聞拝殿 外聞家

居仲
一一

。。⑪④

①⑰

ノ
ー
０
１
０

，
⑪
⑧

ｗ蝋！
①

参
図
行

１

，
ノ

、
〆

へ
ち
一

一
梵
一

一
プ
ー

ン
ウ
、

グ
、

ノ
ー
～

△△の
△

△⑭⑭

△①⑭⑪

△
△
△
△
△

△

、’

タムトゥ座

④
⑧
。
。
⑧
図

ウプンシミヌウヤガミ⑰アカツミー⑪ウメーギ
大里根神◎村頭①外間ノロ
シマリバーＯソールイガナシー⑨久高ノロ
アマミヤ①外聞村頭⑪根神
ニプトウイ①根人

名付けにおける外間祭場での神職等配図

（比嘉[1993(a)410頁の図を－部改訂]）

－１１６－



九
三
］
。

相
異
が
認
め
ら
れ
る
が
、
家
号
と
姓
を
名
乗
る
こ
と
が
儀
礼
の
名
称
と
な
っ
て
い
る
「
名
付
け
」
の
内
容
で
あ
る
と
す
る
点
で
は
共
通

し
て
い
る
。
名
付
け
の
順
序
は
年
長
順
で
、
該
当
者
が
次
々
と
同
じ
行
為
を
繰
り
返
す
。

名
付
け
が
終
了
す
る
と
、
ウ
ヤ
ウ
ム
イ
、
チ
ク
ド
ゥ
ヌ
、
マ
ク
ラ
カ
ー
、
ウ
ン
サ
ク
の
順
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
梯
に
係
わ
る
神
歌

（
テ
ィ
ル
ル
）
が
当
人
た
ち
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
。
鳥
越
憲
三
郎
が
採
録
し
て
ロ
ー
マ
字
で
表
記
し
た
テ
キ
ス
ト
を
基
に
、
外
間
守
善

と
玉
城
政
美
が
そ
れ
を
ひ
ら
が
な
表
記
し
て
共
通
語
訳
を
付
け
た
も
の
を
以
下
に
あ
げ
る
［
外
間
・
玉
城
一
九
八
○
五
九
二
～
五

３
て
ら
か
み
て
み
ば
ぶ

ハ
ッ
ク
ド
ノ
の
テ
ィ
ル
ル
Ｖ

１
て
い
く
ど
う
な
－
や

ホ
ー
イ
ホ
（
ホ
ー
イ

２
さ
と
う
ぬ
し
や
む
て

ハ
マ
ク
ラ
カ
の
テ
ィ
ル
ル
Ｖ

１
ま
く
ら
か
－
や
ま
み

２
し
ら
び
た
Ｉ
や
あ
だ

ハ
ウ
ヤ
ウ
ム
イ
の
テ
ィ
ル
ル
Ｖ

１
ぎ
じ
み
も
１
ホ
ー
イ
ホ
ー
（
ぎ
じ
み
も
１
ホ
ー
イ
ホ
ー
）

２
む
て
ぃ
む
て
い
ぬ
と
う
ん
て
ぃ
い
し
き
ら
－
（
持
て
待
て
の
殿
内
い
し
清
ら
）

３
て
ら
か
み
て
み
ば
ぶ
り
み
そ
１
リ
（
テ
ラ
ハ
聖
域
Ｖ
を
戴
い
て
見
守
り
下
さ
い
）

ま
み
て
ぃ
ぐ
い
ホ
ー
イ
ホ
（
ま
く
ら
か
１
は
真
神
酒
乞
い
ホ
ー
イ
ホ
）

あ
だ
に
む
て
い
あ
し
ば
ち
ゅ
ら
さ
や
（
し
ら
び
達
は
あ
だ
に
を
持
っ
て
遊
ぼ
う
美
し
い
こ
と
よ
）

む
て
ぃ
な
し
ぬ
ち
ゅ
ら
さ
や
－
（
里
之
子
は
も
て
な
し
の
美
し
い
こ
と
よ
）

や
て
い
ぎ
さ
１
ぎ
（
筑
登
之
は
や
て
い
ぎ
さ
－
ぎ
）

ホ
、－〆
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１
あ
き
す
ら
－
え
う
ん
さ
く
や
－
ち
ゅ
ら
さ
や
１
（
あ
き
す
ら
え
御
神
酒
は
美
し
い
こ
と
よ
）

２
し
ま
ぬ
う
や
う
が
み
ば
る
ち
ゅ
ら
さ
や
１
（
島
の
親
を
拝
ん
だ
ら
こ
そ
美
し
い
こ
と
よ
）

３
し
ま
る
ん
ぬ
て
い
り
る
ま
り
ん
（
島
る
ん
の
テ
ィ
ル
ル
ま
で
も
）

４
く
に
ら
ん
ぬ
て
い
り
る
ま
り
ん
（
国
ら
ん
の
テ
ィ
ル
ル
ま
で
も
）

５
あ
ん
ど
う
あ
い
び
－
る
ち
ゅ
ら
さ
や
－
（
そ
う
あ
り
ま
す
美
し
い
こ
と
よ
）

こ
の
後
、
青
年
た
ち
が
年
少
の
ウ
ン
サ
ク
か
ら
順
に
、
参
列
し
て
い
る
神
役
や
古
老
た
ち
に
神
酒
を
捧
げ
る
。
青
年
た
ち
が
神
酒
を

運
ぶ
時
の
道
歌
、
神
酒
を
捧
げ
る
時
の
歌
、
帰
る
時
の
道
歌
が
あ
る
。
神
酒
を
捧
げ
る
時
の
歌
に
つ
い
て
は
、
ノ
ロ
や
根
神
に
対
す
る

場
合
、
タ
ム
ト
ゥ
（
六
○
～
七
○
歳
ま
で
の
女
性
長
老
）
に
対
す
る
場
合
、
根
人
と
男
性
古
老
（
ウ
プ
ス
ー
組
）
に
対
す
る
場
合
で
、

そ
れ
ぞ
れ
内
容
が
異
な
る
。
さ
ら
に
、
男
性
古
老
へ
の
神
酒
捧
げ
に
限
り
、
古
老
に
よ
っ
て
若
者
を
讃
え
る
歌
が
謡
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
神
酒
捧
げ
が
済
む
と
、
ウ
プ
ス
ー
組
の
長
老
た
ち
が
根
人
の
先
唱
し
た
も
の
を
復
唱
す
る
形
式
で
、
以
下
の
歌
謡
を

謡
う
と
い
う
［
鳥
越
一
九
六
五
四
○
八
～
四
○
九
］
・
明
ら
か
に
誤
記
と
判
断
で
き
る
も
の
は
訂
正
し
た
。

１
八
月
ノ
ハ
ジ
マ
イ
、
エ
イ
テ
ラ
ガ
ミ
、
ス
ル
テ
マ
ブ
ラ
、
エ
イ

２
八
月
ノ
ス
バ
サ
シ
、
エ
イ
テ
ラ
ガ
ミ
、
ス
ル
テ
マ
ブ
ラ
、
エ
イ

３
ア
ム
ト
カ
ラ
、
ア
サ
ン
ハ
リ
、
エ
イ
テ
ラ
ガ
ミ
、
ス
ル
テ
マ
ブ
ラ
、
エ
イ

４
タ
ト
マ
ン
ノ
ワ
カ
グ
ラ
、
エ
イ
テ
ラ
ガ
ミ
、
ス
ル
テ
マ
ブ
ラ
、
エ
イ

５
シ
マ
カ
ニ
テ
、
ミ
ソ
ー
リ
ヨ
、
エ
イ
テ
ラ
ガ
ミ
、
ス
ル
テ
マ
ブ
ラ
、
エ
イ

６
テ
ガ
バ
カ
イ
、
ミ
ソ
ー
リ
ョ
、
エ
イ
テ
ラ
ガ
ミ
、
ス
ル
テ
マ
ブ
ラ
、
エ
イ

ハ
ウ
ン
サ
ク
の
テ
ィ
ル
ル
Ｖ
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７
ウ
フ
バ
マ
ニ
、
ム
チ
ウ
ル
テ
、
エ
イ
テ
ラ
ガ
ミ
、
ス
ル
テ
マ
ブ
ラ
、
エ
イ

８
ヤ
マ
ト
カ
ラ
、
ク
ラ
ユ
ル
、
エ
イ
テ
ラ
ガ
ミ
、
ス
ル
テ
マ
ブ
ラ
、
エ
イ

９
ヤ
マ
ト
サ
ウ
ル
カ
ラ
、
ク
ラ
ュ
ル
、
エ
イ
テ
ラ
ガ
ミ
、
ス
ル
テ
マ
ブ
ラ
、
エ
イ

こ
の
歌
謡
が
、
例
年
の
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
の
ウ
プ
ス
ー
た
ち
の
道
行
き
の
際
に
謡
わ
れ
る
歌
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を

喚
起
し
た
い
［
赤
嶺
二
○
○
四
一
八
六
～
’
八
七
］
・
鳥
越
は
、
こ
の
歌
謡
の
記
述
の
直
前
に
、
ウ
プ
ス
ー
た
ち
に
よ
っ
て
唱
和

さ
れ
る
と
い
う
「
コ
ウ
イ
ナ
ン
サ
ビ
タ
ン
コ
イ
ナ
ン
ウ
サ
ギ
テ
ウ
ガ
マ
ウ
リ
コ
イ
ナ
ン
サ
ビ
タ
ン
コ
イ
ナ
ウ
サ
ギ
テ

ウ
ガ
マ
コ
イ
ナ
」
と
い
う
歌
詞
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
歌
詞
も
、
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
の
時
に
御
殿
庭
に
お
い
て
ウ
プ
ス
ー
た
ち
が

謡
う
歌
の
歌
詞
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
［
赤
嶺
二
○
○
四
一
九
一
～
一
九
二
］
。

名
付
け
儀
礼
の
翌
日
に
あ
た
る
八
月
二
日
は
ヨ
ー
カ
ビ
ー
の
日
で
あ
る
が
、
鳥
越
の
記
述
を
参
照
す
る
と
、
例
年
の
通
り
に
女
性

た
ち
に
よ
る
御
嶽
参
詣
と
、
御
嶽
か
ら
戻
る
女
性
た
ち
を
村
境
で
迎
え
る
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。

八
月
行
事
一
一
一
日
目
の
一
二
日
は
、
例
年
だ
と
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
の
行
わ
れ
る
日
で
あ
る
が
、
鳥
越
の
記
述
に
よ
る
と
、
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー

ミ
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
名
付
け
を
終
え
た
青
年
た
ち
に
よ
る
追
い
込
み
漁
が
行
わ
れ
、
「
こ
の
時
に
獲
れ
た
魚
の
一
部
は
、

神
へ
の
供
物
と
し
て
、
根
所
お
よ
び
ノ
ロ
殿
内
へ
持
っ
て
行
き
、
そ
の
残
り
全
部
が
浜
辺
で
刺
身
と
さ
れ
て
分
配
さ
れ
る
。
こ
の
分
配

に
あ
ず
か
る
者
は
男
子
に
限
り
、
古
老
か
ら
子
供
に
至
る
ま
で
各
自
皿
を
持
っ
て
浜
辺
に
集
ま
り
、
砂
の
上
に
腰
を
下
ろ
し
て
分
配
を

受
け
る
。
（
略
）
こ
の
分
配
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
当
の
青
年
達
は
あ
ず
か
り
得
な
い
。
ま
た
魚
の
料
理
は
最
年
少
の
一
五
歳
の

者
が
当
た
る
」
［
鳥
越
一
九
六
五
四
一
○
］
と
い
う
か
ら
、
例
年
の
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
の
後
半
部
分
は
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
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鳥
越
憲
三
郎
は
、
「
年
齢
的
・
生
理
的
か
つ
社
会
的
に
異
な
る
も
の
へ
の
転
換
が
行
わ
れ
る
時
、
人
間
の
本
質
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
名
前
も
、
当
然
そ
れ
と
共
に
新
し
い
実
体
に
即
し
た
名
前
に
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
一
般
論
的
見
地
に
も
と
づ

き
、
名
付
け
儀
礼
は
成
年
式
に
お
け
る
「
改
名
の
儀
礼
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
［
鳥
越
一
九
六
五
四
○
二
］
。
ま
た
鳥
越
は
、

名
付
け
儀
礼
は
、
同
じ
年
に
行
わ
れ
る
女
性
た
ち
の
イ
ザ
イ
ホ
ウ
と
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
イ
ザ

イ
ホ
ウ
の
神
事
が
『
女
の
祭
』
と
も
称
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
に
述
べ
た
が
、
こ
の
神
事
と
同
様
に
一
三
年
目
の
午
年
に
一
回
、

こ
の
神
事
に
先
立
つ
旧
八
月
に
男
の
成
年
式
が
行
な
わ
れ
、
こ
の
神
事
は
『
八
月
の
お
祭
』
と
も
『
男
の
祭
』
と
も
称
さ
れ
、
両
神
事

は
並
称
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
略
）
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
『
女
の
祭
』
に

お
い
て
も
改
名
の
行
事
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
女
子
の
改
名
に
つ
い
て
は
前
述
の
神
事
の
紹
介
の
中
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、

そ
れ
は
こ
の
改
名
が
秘
密
裡
に
行
な
わ
れ
、
神
事
の
表
面
に
表
わ
れ
な
か
っ
た
が
た
め
で
あ
る
。
こ
の
神
事
に
合
格
し
た
者
は
根
神
か

ら
神
名
（
聖
名
）
を
附
与
さ
れ
る
。
こ
れ
は
『
某
神
』
と
い
う
名
称
で
、
こ
の
神
名
は
一
般
人
に
対
し
て
は
厳
に
秘
密
に
さ
れ
、
祭
祀

に
際
し
て
の
み
俗
名
に
代
わ
っ
て
こ
の
神
名
を
使
用
す
る
」
［
鳥
越
一
九
六
五
一
一
七
○
～
二
七
一
］
・

イ
ザ
イ
ホ
ウ
に
つ
い
て
は
措
い
て
お
く
と
し
て
、
名
付
け
に
関
し
て
言
え
ば
、
実
際
の
儀
礼
場
面
で
改
名
さ
れ
た
は
ず
の
名
前
を
名

乗
っ
て
い
な
い
の
は
、
近
代
に
な
っ
て
戸
籍
制
度
が
布
か
れ
、
出
産
時
に
付
け
ら
れ
た
名
前
が
す
で
に
戸
籍
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
か

ら
だ
と
い
う
が
、
こ
の
鳥
越
説
に
は
、
い
く
つ
か
の
難
点
が
感
じ
ら
れ
る
。

ま
ず
、
成
年
式
の
と
き
に
改
名
す
る
習
俗
は
、
管
見
の
限
り
士
族
社
会
を
別
に
す
れ
ば
沖
縄
の
他
の
ど
の
地
域
で
も
見
ら
れ
な
い
の

に
、
な
ぜ
久
高
島
だ
け
に
そ
の
残
津
が
残
っ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
士
族
階
層
に
し
て
も
、
ワ
ラ
ビ
名

三
鳥
越
説
の
検
討

120



四
つ
の
階
梯
が
あ
る
こ
と
の
意
味
も
鳥
越
説
で
は
ま
っ
た
く
説
明
が
つ
か
な
い
。
ウ
ン
サ
ク
か
ら
ウ
ヤ
ウ
ム
イ
ま
で
の
四
階
梯
は
、

女
性
た
ち
の
祭
祀
組
織
に
お
け
る
階
梯
と
は
異
な
り
、
実
生
活
は
お
ろ
か
、
久
高
島
の
い
か
な
る
祭
祀
の
場
面
に
お
い
て
も
名
付
け
儀

礼
以
外
で
は
何
ら
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
鳥
越
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
戸
籍
制
度
が
で

き
て
以
降
も
、
戸
籍
名
と
は
別
に
ワ
ラ
ビ
名
を
付
け
る
習
俗
は
近
年
ま
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
名
付
け
儀
礼
の
際
の
成
人
名
だ
け
が
省
略

さ
れ
る
こ
と
な
っ
た
経
緯
に
関
し
て
も
、
鳥
越
説
は
脈
に
落
ち
な
い
。

以
上
の
こ
と
よ
り
、
成
年
式
に
お
け
る
改
名
儀
礼
と
す
る
鳥
越
説
と
は
異
な
る
、
別
の
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
る
が
、
名
付
け
儀
礼
の
「
名
」
が
成
人
名
で
な
い
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
「
名
」
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
の
儀
礼
場
面
で
は
、
た
と
え

ば
「
〈
前
外
間
〉
（
家
号
）
の
外
間
（
姓
）
デ
ー
ビ
ル
（
で
ご
ざ
い
ま
す
）
」
と
い
う
具
合
に
、
家
号
と
姓
が
名
乗
ら
れ
る
。
家
号
と
姓

は
島
人
の
間
で
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
の
に
、
何
故
そ
れ
を
名
乗
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
着
目
す
る
だ
け
で
も
、
こ

の
名
付
け
の
儀
礼
が
久
高
島
の
島
内
部
で
閉
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
島
外
部
と
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。
そ
こ
で
、

次
章
に
お
い
て
、
久
高
島
の
男
た
ち
が
ウ
ミ
ン
チ
ュ
（
海
運
や
漁
業
に
従
事
す
る
者
）
と
し
て
国
家
体
制
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
情
況

を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
名
付
け
儀
礼
の
儀
礼
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
足
が
か
り
に
し
た
い
と
思
う
。

は
な
い
。

と
は
別
に
二
文
字
の
漢
字
か
ら
な
る
成
人
名
（
名
乗
り
）
を
持
つ
の
は
薩
摩
侵
入
以
後
の
近
世
に
入
っ
て
か
ら
で
、
古
琉
球
の
時
代
に

は
成
人
名
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
［
田
名
一
九
九
八
五
九
～
六
五
］
の
を
参
照
す
る
と
、
鳥
越
説
は
な
お
さ
ら
説
得
力
が
な
い
。

ま
た
、
成
年
式
で
あ
れ
ば
毎
年
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
二
一
年
に
一
度
の
行
事
で
あ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
人

口
が
少
な
い
た
め
に
一
二
年
に
一
度
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
す
る
が
、
か
つ
て
は
毎
年
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
証
拠
が
な
い
限
り
説
得
力

－１２１－



ま
ず
、
久
高
島
の
結
婚
式
の
宴
で
「
か
ぎ
や
で
風
」
（
宴
開
き
の
祝
い
歌
）
の
音
曲
に
の
せ
て
歌
わ
れ
た
と
い
う
以
下
の
歌
詞
に
指

目
し
た
い
。
イ
キ
ガ
ミ
グ
ァ
ナ
サ
バ
（
男
の
子
が
生
ま
れ
た
ら
）
／
シ
ュ
ン
ジ
ャ
ナ
シ
メ
デ
イ
（
首
里
加
那
志
Ⅱ
国
王
の
ご
奉
公
）

／
イ
ナ
グ
ミ
グ
ァ
ナ
サ
バ
（
女
の
子
が
生
ま
れ
た
ら
）
／
チ
ミ
ヌ
メ
デ
イ
（
君
Ⅱ
聞
得
大
君
の
ご
奉
公
）
。
男
子
が
生
ま
れ
た
ら

国
王
へ
の
ご
奉
公
、
女
子
が
生
ま
れ
た
ら
聞
得
大
君
へ
の
ご
奉
公
を
さ
せ
よ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
男
子
は
国
王
へ
の
ご
奉
公
を
さ

せ
よ
う
と
い
う
歌
詞
は
、
以
下
で
見
る
よ
う
に
、
琉
球
王
国
時
代
の
久
高
島
の
男
た
ち
が
ウ
ミ
ン
チ
ュ
と
し
て
国
家
体
制
に
深
く
関
わ

る
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
な
お
、
女
子
が
生
ま
れ
た
ら
聞
得
大
君
の
ご
奉
公
を
さ
せ
よ
う
と
い
う
歌
詞
は
、
イ
ザ

イ
ホ
ウ
の
祭
事
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿
［
赤
嶺
一
九
九
八
］
で
論
じ
た
の
で
参
照
願
い
た
い
。

久
高
島
に
、
ト
ー
シ
ン
・
ヘ
ー
ジ
ン
（
唐
船
・
偕
船
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
唐
船
は
琉
球
と
中
国
と
を
往
来
し
た
船
、
槽
船
は
琉

球
と
薩
摩
を
往
来
し
た
船
の
こ
と
で
あ
り
、
か
っ
て
島
の
男
た
ち
が
壬
府
の
ト
ー
シ
ン
・
ヘ
ー
ジ
ン
に
乗
り
、
船
頭
あ
る
い
は
水
夫
と

し
て
働
い
て
い
た
こ
と
に
関
連
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
某
家
の
石
垣
囲
い
が
立
派
で
あ
る
の
は
祖
先
が
唐
船
の
船
頭
を
勤
め
て
富
を
築

い
た
た
め
で
あ
る
、
某
家
に
は
唐
か
ら
持
ち
帰
っ
た
観
音
像
が
あ
っ
た
、
と
い
っ
た
類
の
伝
承
で
あ
る
。

久
高
島
の
男
た
ち
が
壬
府
の
公
用
船
で
働
い
て
い
た
こ
と
は
、
史
料
に
よ
っ
て
も
具
体
的
に
確
認
で
き
る
。
ま
ず
は
、
小
島
瓊
禮
が

指
摘
す
る
『
琉
球
産
業
制
度
資
料
』
第
八
巻
「
租
税
制
度
の
三
」
の
中
の
つ
ぎ
の
史
料
に
指
目
し
た
い
。
沖
縄
県
の
租
税
課
と
顧
問
と

の
間
の
明
治
一
五
年
五
月
一
日
付
け
の
往
復
文
書
の
一
部
で
、
「
知
念
間
切
久
高
島
は
夫
役
銭
免
除
云
々
、
御
尋
問
の
趣
き
了
承
、
右

島
の
儀
地
面
狭
悪
の
所
に
て
、
耕
作
の
働
き
不
罷
成
百
姓
及
困
難
侯
上
、
偕
船
馬
艦
船
佐
事
加
子
相
勤
候
に
付
、
嘉
慶
一
九
戌
年
［
甲

戌
の
誤
記
］
よ
り
免
除
相
成
候
（
略
ご
と
あ
る
［
小
島
一
九
七
九
七
］
・
久
高
島
の
男
た
ち
が
偕
船
や
馬
艦
船
に
「
佐
事
加
子
」

四
久
高
ウ
ミ
ン
チ
ュ
と
国
家
体
制

－１２２－



御
覧
、
御
内
上
拝
領
物
被
仰
付
候
段
、
問
合
之
返
事
。
［
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
編
集
委
員
会
編
一
九
八
九
五
三
○
］

少
将
と
は
薩
摩
藩
主
の
島
津
斉
彬
の
こ
と
で
あ
り
、
薩
摩
藩
主
の
命
に
よ
り
久
高
ウ
ミ
ン
チ
ュ
た
ち
が
「
洲
入
魚
取
方
・
泳
勝
負
」

を
披
露
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
薩
摩
藩
主
が
「
拝
領
物
」
を
与
え
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
『
球
陽
』
附
巻
尚

と
し
て
乗
り
組
み
王
府
の
た
め
に
勤
め
て
い
る
こ
と
を
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
嘉
慶
一
九
（
一
八
四
二
年
か
ら
夫
役
銭
が
免
除
に
な
っ

て
い
る
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
夫
役
銭
免
除
の
措
置
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
小
島
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期

以
降
、
海
上
で
の
久
高
島
人
の
活
躍
が
王
府
の
史
料
に
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
［
小
島
一
九
七
九
七
～
八
］
。
『
球
陽
』
尚
纈
二
六

（
一
八
二
九
）
年
の
条
に
見
え
る
以
下
の
記
事
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

本
国
、
上
届
申
年
以
来
、
飢
荒
巷
り
に
蟻
る
。
上
届
戌
九
月
、
米
穀
を
運
ば
ん
と
し
、
飛
舟
を
琉
館
に
遣
は
す
。
該
舟
返
棹
緩
遅
し
、

食
需
望
を
失
う
。
価
り
て
復
上
届
亥
二
月
、
知
念
郡
外
間
村
の
内
間
筑
登
之
親
雲
上
・
久
高
村
の
西
銘
筑
登
之
等
八
名
を
飛
遣
す
。

該
内
間
等
、
米
穀
を
載
運
し
て
全
く
回
り
来
る
を
得
た
り
。
是
れ
に
由
り
て
外
間
を
賞
し
て
中
布
二
端
を
賜
ひ
、
西
銘
等
八
名
を
賞

し
て
爵
位
を
賜
ひ
、
以
て
其
の
功
を
表
す
。
［
球
陽
研
究
会
一
九
七
四
四
九
七
］

久
高
島
出
身
の
内
間
筑
登
之
親
雲
上
と
西
銘
筑
登
之
ら
八
名
が
王
府
の
命
に
よ
っ
て
薩
摩
か
ら
「
飛
舟
」
で
米
穀
を
無
事
に
運
ん
だ

功
績
に
対
し
て
、
王
府
が
褒
美
や
爵
位
を
与
え
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
『
球
陽
』
に
は
、
こ
の
記
事
を
噴
矢
と
し
て
一
八
二
九
年
か

ら
一
八
六
五
年
ま
で
の
間
に
、
久
高
島
の
男
た
ち
が
「
飛
船
」
の
「
水
梢
」
な
ど
を
し
て
活
躍
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
記
事
が
一
七
件

も
登
場
す
る
［
知
念
村
史
編
集
委
員
会
編
一
九
八
三
四
五
四
～
四
六
一
］
。

ま
た
、
道
光
二
七
（
一
八
四
七
）
年
の
評
定
所
の
「
案
書
」
に
は
、
次
の
記
事
が
見
え
る
。

久
高
島
人
共
礒
御
茶
屋
前
二
而
洲
入
魚
取
方
・
泳
勝
負
等
被
仰
付
、

少
将
様
被
遊
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先
述
の
通
り
に
、
久
高
船
に
関
す
る
記
事
は
一
八
一
四
年
以
降
に
頻
出
し
、
そ
れ
以
前
の
情
況
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
確
認
で
き
る

史
料
に
欠
け
る
が
、
航
海
や
漁
携
と
い
っ
た
特
殊
な
技
術
が
短
期
間
で
修
得
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ウ
ミ
ン
チ
ュ

と
し
て
の
久
高
島
の
男
た
ち
の
活
躍
は
、
王
府
の
史
料
に
登
場
す
る
時
期
よ
り
さ
ら
に
以
前
に
ま
で
遡
る
も
の
と
想
定
す
べ
き
で
あ
る

や
、

九
］
。

術
」
に
対
す
る
高
い
評
帯

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

－

つ
。

泰
一
六
（
一
八
六
三
）
年
の
条
の
つ
ぎ
の
記
事
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。

此
の
年
、
太
守
命
じ
て
曰
く
、
朕
、
属
内
の
浦
人
を
し
て
精
し
く
水
術
を
学
び
、
海
産
を
探
求
せ
し
め
ん
と
欲
す
。
宜
し
く
久
高
人

民
五
六
名
を
擬
し
て
、
水
術
を
教
訓
せ
し
む
く
し
等
因
。
遵
ひ
て
即
ち
四
名
を
遣
溌
す
。
［
球
陽
研
究
会
一
九
七
四
七
一
一
一
六
］

薩
摩
か
ら
の
要
請
に
よ
っ
て
、
薩
摩
の
漁
民
に
「
水
術
」
や
「
海
産
の
探
究
」
を
指
導
す
る
た
め
に
四
名
の
久
高
人
が
派
遣
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
四
名
は
翌
年
帰
国
し
、
交
替
要
員
と
し
て
同
じ
く
久
高
島
民
五
名
が
派
遣
さ
れ
、
帰
国
し
た
四
名
に
は
爵

位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
［
球
陽
研
究
会
一
九
七
四
七
一
一
一
六
］
・
薩
摩
藩
主
か
ら
直
接
指
名
を
受
け
る
ほ
ど
に
、
久
高
島
民
の
「
水

術
」
に
対
す
る
高
い
評
価
が
広
く
知
れ
渡
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
久
高
ウ
ミ
ン
チ
ュ
は
そ
の
す
ぐ
れ
た
水
術
を
も
っ
て
王
府
に
貢
献

『
中
山
世
譜
』
そ
の
他
の
史
料
に
は
、
「
久
高
船
」
（
あ
る
い
は
「
知
念
郡
船
」
）
に
関
す
る
記
事
が
あ
っ
て
、
’
八
一
四
年
か
ら
一

八
七
六
年
ま
で
の
間
に
、
中
国
沿
岸
へ
の
漂
着
記
事
が
九
件
（
そ
の
内
、
知
念
郡
船
二
件
）
、
年
貢
運
搬
関
係
も
同
じ
く
九
件
も
あ
る
。

「
知
念
郡
船
」
と
あ
る
の
も
、
同
じ
く
久
高
島
の
人
間
が
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
船
主
も
船
頭
も
久
高
島
の
人
間
で
あ
る
例

や
、
ま
た
船
主
は
別
に
い
て
船
頭
が
久
高
島
の
人
間
で
あ
る
例
も
見
ら
れ
る
［
知
念
村
史
編
集
委
員
会
一
九
八
三
四
六
一
～
四
六

そ
の
点
に
関
連
し
て
、
小
川
徹
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
、
明
治
一
四
年
に
沖
縄
県
の
租
税
課
か
ら
島
尻
郡
役
所
長
宛
の
通
達
の
な
か
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湧
上
元
雄
は
、
名
付
け
儀
礼
に
つ
い
て
「
そ
の
三
歳
刻
み
の
ウ
ン
サ
ク
、
マ
ク
ラ
カ
ー
、
チ
ク
ド
ゥ
ン
、
ウ
ヤ
ウ
ム
イ
の
年
齢
階
梯

は
、
多
分
に
唐
船
の
船
子
の
乗
組
に
対
応
関
係
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
」
［
湧
上
二
○
○
○
一
○
七
］
と
い
う
極
め
て
注
目

す
べ
き
見
解
を
述
べ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
の
説
明
が
見
ら
れ
な
い
。

畠
山
篤
は
、
名
付
け
儀
礼
に
つ
い
て
、
①
一
五
歳
か
ら
二
六
歳
ま
で
の
青
年
が
大
人
の
男
性
年
齢
階
梯
社
会
に
正
式
に
加
入
し
、
同

時
に
漁
携
集
団
に
も
正
式
に
加
入
す
る
儀
礼
だ
が
、
か
つ
て
は
、
②
航
海
術
を
も
っ
て
国
王
に
仕
え
る
こ
と
を
も
意
図
し
た
儀
礼
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
、
一
一
一
歳
刻
み
の
階
梯
は
壬
府
の
男
性
官
人
組
織
の
一
一
一
分
制
と
関
連
が
あ
る
と
見
て
い
る
［
畠
山
二
○
○
一
一
一

三
一
一
一
～
一
一
一
四
］
。
①
の
漁
携
集
団
の
実
体
が
不
明
な
の
が
気
に
な
る
点
は
措
い
て
お
く
と
し
て
、
②
に
関
し
て
は
、
筆
者
も
大
筋
と
し

小
川
は
、
こ
の
文
面
か
ら
し
て
、
久
高
島
の
貢
租
免
除
は
、
先
に
引
用
し
た
『
琉
球
産
業
制
度
資
料
』
第
八
巻
「
租
税
制
度
の
三
」

で
い
う
嘉
慶
一
九
年
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
少
な
く
て
も
久
高
側
に
は
、
公
用
船
で
の
水
主
と
し
て
の
勤
め
と
そ
の
見
返
り

と
し
て
の
貢
租
免
除
は
「
数
百
年
ノ
已
前
」
か
ら
の
歴
史
が
あ
っ
た
と
い
う
認
識
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
［
小
川

に
見
え
る
つ
ぎ
の
文
面
に
指
目
し
た
い
。

御
所
轄
内
知
念
間
切
久
高
村
百
姓
地
之
儀
、
旧
藩
政
中
、
唐
船
並
御
国
渡
、
舸
子
相
勤
候
二
付
、
数
百
年
ノ
已
前
ヨ
リ
該
地
二
係
ル

貢
租
免
除
相
成
居
候
分
、
既
二
廃
藩
ノ
勘
自
然
卜
廃
シ
ノ
姿
二
有
之
、
置
県
後
ハ
高
戻
可
相
立
筋
二
付
（
略
）
［
小
川
一
九
八
五

一一］

’
九
八
五
二
］
。

五
名
付
け
儀
礼
の
意
味
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て
は
同
意
し
た
い
。
た
だ
し
、
三
分
制
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
そ
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
不
明
と
す
べ
き
点
も
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
畠
山
は
「
船
上
の
仕
事
を
分
担
す
る
に
あ
た
っ
て
三
年
刻
み
に
年
齢
階
梯
集
団
を
四
つ
組
織
す
る
こ
と
は
大
い
に

あ
り
う
る
こ
と
」
［
畠
山
一
一
○
○
一
一
一
一
一
一
四
］
と
述
べ
て
い
る
が
、
年
齢
階
梯
集
団
が
三
分
制
と
関
係
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
集
団
は
四
つ
で
は
な
く
三
つ
で
あ
る
場
合
の
方
が
よ
り
適
合
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
、
湧
上
と
畠
山

の
見
解
を
踏
ま
え
た
う
え
で
筆
者
な
り
に
論
を
展
開
し
た
い
。

ま
ず
、
男
た
ち
の
服
装
に
注
意
を
向
け
た
い
。
鳥
越
は
「
白
装
束
で
、
頭
に
白
の
鉢
巻
」
と
述
べ
て
い
る
が
［
鳥
越
一
九
六
五

四
○
四
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
一
九
七
八
年
の
名
付
け
儀
礼
の
写
真
［
比
嘉
・
谷
川
一
九
七
九
一
○
五
］
を
見
る
と
、
下
半

身
は
白
地
の
ス
テ
テ
コ
、
上
半
身
は
白
地
の
肌
着
で
、
頭
に
前
結
び
の
鉢
巻
を
し
、
草
履
履
き
で
あ
る
男
た
ち
の
姿
が
関
心
を
引
く
。

成
年
式
に
は
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
装
束
で
あ
り
、
軽
装
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
と
船
上
で
働
く
ウ
ミ
ン
チ
ュ
の
装
束
に
つ
な

鳥
越
は
、
昭
和
一
六
（
一
九
四
二
年
の
『
民
族
学
研
究
』
に
「
古
代
琉
球
村
落
に
於
け
る
巫
女
組
織
」
を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ

（
１
）

の
中
の
八
月
行
事
の
記
述
か
ら
八
月
行
事
を
現
地
で
観
察
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
鳥
越
［
一
九
六
五
］
の
「
序
」

に
よ
れ
ば
、
昭
和
一
四
年
の
夏
に
初
来
沖
し
、
そ
の
年
の
暮
れ
に
再
来
沖
、
そ
し
て
イ
ザ
イ
ホ
ウ
の
あ
る
昭
和
一
七
年
に
家
族
を
伴
っ

て
沖
縄
に
移
住
し
て
い
る
こ
と
を
参
照
す
る
と
、
八
月
行
事
の
観
察
は
昭
和
一
四
年
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
の
鳥
越
が
、
昭
和

一
つ
。 つ
ぎ
に
、
若
者
に
よ
る
長
老
へ
の
献
酒
の
後
で
、
長
老
た
ち
に
よ
っ
て
謡
わ
れ
る
歌
謡
（
前
掲
）
に
目
も
向
け
て
み
よ
う
。
鳥
越
は

「
古
老
の
祝
言
」
と
の
み
記
し
て
歌
謡
の
解
釈
を
行
な
っ
て
い
な
い
が
［
鳥
越
一
九
六
五
四
○
八
］
、
先
に
も
注
意
を
喚
起
し
た
通

り
、
こ
の
歌
が
毎
年
八
月
に
行
わ
れ
る
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
に
謡
わ
れ
る
歌
謡
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
事
実
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
る

が
る
可
能
性
を
想
定
し
た
い
。

つ
ぎ
に
、
若
者
に
よ
る
長
）
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つ
ぎ
に
、
ウ
ン
サ
ク
、
マ
ク
ラ
カ
ー
、
チ
ク
ド
ゥ
ン
、
ウ
ヤ
ウ
ム
イ
と
い
う
四
つ
の
年
齢
階
梯
の
名
称
に
注
意
を
向
け
て
み
よ
う
。

ウ
ン
サ
ク
は
女
性
の
年
齢
階
梯
に
も
見
ら
れ
、
ウ
ン
サ
ク
（
神
酒
）
を
接
待
す
る
役
目
と
い
う
こ
と
で
問
題
な
い
だ
ろ
う
。
マ
ク
ラ
カ
ー

は
、
比
嘉
康
雄
が
「
真
の
久
高
人
」
［
比
嘉
一
九
九
一
一
一
（
ａ
）
四
一
二
、
小
島
壊
禮
が
「
立
派
な
成
人
男
子
」
を
意
味
す
る
、
『
お

も
ろ
さ
う
し
』
に
も
見
え
る
と
い
う
「
ま
こ
ろ
こ
」
と
解
釈
し
て
い
る
が
［
小
島
一
九
九
二
一
一
一
一
一
］
、
本
稿
の
議
論
で
は
、
そ
の

い
ず
れ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
と
く
に
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
チ
ク
ド
ゥ
ン
に
つ
い
て
は
、
王
国
時
代
の
位
階
名
称
の
一
つ
で
あ
る
「
筑

登
之
」
に
該
当
す
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
の
間
に
異
存
は
見
ら
れ
な
い
。

一
方
、
ウ
ヤ
ウ
ム
イ
に
つ
い
て
は
、
鳥
越
憲
三
郎
と
比
嘉
康
雄
お
よ
び
畠
山
篤
は
「
親
思
い
」
と
解
釈
し
て
い
る
［
鳥
越
一
九
六

五
四
○
五
、
比
嘉
一
九
九
一
一
一
（
ａ
）
四
一
一
、
畠
山
一
一
○
○
一
一
一
一
一
六
～
二
七
］
。
し
か
し
筆
者
は
、
筑
登
之
と
同
じ
く
位
階

名
で
あ
る
「
親
雲
上
」
（
ぺ
Ｉ
ち
ん
）
の
古
形
と
さ
れ
る
「
大
や
く
も
い
（
お
や
く
も
い
）
」
［
高
良
一
九
八
七
一
一
一
一
三
～
一
一
一
一
四
］

解
し
た
い
。

テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
は
、
別
稿
［
赤
嶺
二
○
○
四
］
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
国
王
が
久
高
島
に
来
島
し
た
際
の
国
王
歓
迎
の
儀
礼
を

基
盤
に
し
て
成
立
し
た
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。
従
っ
て
、
名
付
け
儀
礼
に
お
い
て
も
、
国
王
の
歓
迎
に
関
わ
る
テ
ー
ラ
ー

ガ
ー
ミ
の
歌
が
謡
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
名
付
け
儀
礼
も
国
家
体
制
と
何
ら
か
の
関
連
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
理

一
七
年
の
名
付
け
儀
礼
で
謡
わ
れ
た
歌
と
、
昭
和
一
四
年
の
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
で
謡
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
歌
が
同
一
内
容
で
あ
る
こ
と
に

言
及
し
て
い
な
い
の
は
不
可
解
で
あ
る
が
、
昭
和
一
四
年
は
沖
縄
（
久
高
島
）
で
の
初
め
て
の
調
査
で
不
慣
れ
で
あ
っ
た
た
め
に
、
歌

詞
を
採
録
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
、
比
嘉
康
雄
や
畠
山
篤
の
名
付
け
儀
礼
に
関
す
る
論
考
で
こ
の
歌
謡
へ
の

言
及
が
な
い
の
は
、
彼
ら
が
観
察
し
た
一
九
七
八
年
の
午
年
の
名
付
け
儀
礼
で
は
謡
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
、
戦
後
の
あ
る
段
階

で
省
略
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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が
、
何
ら
か
の
理
由
で
ウ
ヤ
ウ
ム
イ
に
転
訓
し
た
と
考
え
る
方
が
理
に
適
う
と
判
断
し
て
い
る
。
親
雲
上
が
筑
登
之
の
上
位
の
位
階
で

あ
る
点
も
こ
の
推
測
を
支
持
す
る
し
、
チ
ク
ド
ゥ
ン
が
歌
う
歌
謡
に
登
場
す
る
サ
ト
ゥ
ヌ
シ
（
里
之
子
）
も
位
階
名
の
一
つ
で
あ
る
点

も
参
考
に
な
る
。
小
島
壊
禮
も
ウ
ヤ
ウ
ム
イ
を
「
親
雲
上
」
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
た
だ
し
、
続
い
て
「
村
の
年
齢
階
層
制
に
よ
る
男

た
ち
の
階
層
呼
称
を
、
壬
府
が
位
階
制
度
に
採
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
［
小
島
一
九
九
一
一
一
一
三
］
と
述
べ
て
い
る
点
に
つ
い

て
は
同
意
し
か
ね
る
。
筆
者
は
、
久
高
島
の
名
付
け
儀
礼
に
王
府
の
位
階
名
が
援
用
さ
れ
て
い
る
と
す
る
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
が
、
こ
の
儀
礼
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
論
点
の
一
つ
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
通
り
、
久
高
島
の
男
た
ち
が
壬
府
の
公
用
船
の
船
頭
や
水
主
と
し
て
勤
め
た
こ
と
は
史
料
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
し
、

そ
の
こ
と
は
「
男
子
が
生
ま
れ
た
ら
、
国
王
様
の
ご
奉
公
を
さ
せ
よ
う
」
と
謡
わ
れ
る
結
婚
式
の
歌
に
よ
っ
て
も
記
憶
さ
れ
て
き
た
。

一
二
年
に
一
度
行
わ
れ
る
名
付
け
儀
礼
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
し
て
、
元
来
は
久
高
島
の
男
た
ち
が
ウ
ミ
ン
チ
ュ
と
し
て
国

家
に
仕
え
る
と
い
う
社
会
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
で
意
味
を
も
つ
行
事
で
あ
っ
た
も
の
と
仮
定
し
た
い
。
そ
の
仮
定
の
上
に
立
て
ば
、

家
号
と
姓
の
名
乗
り
に
よ
っ
て
「
名
付
け
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
疑
問
も
氷
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
仮
定
の
上
に
立
っ
て
、
ハ
ウ
ヤ
ウ
ム
イ
の
テ
ィ
ル
ル
Ｖ
の
歌
詞
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
ハ
ウ
ヤ
ウ
ム
イ
の
テ
ィ
ル
ル
Ｖ

と
い
う
歌
謡
名
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ウ
ヤ
ウ
ム
イ
と
い
う
言
葉
が
歌
に
登
場
し
な
い
の
は
不
可
解
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
ウ
ヤ
ウ
ム
イ
が

「
親
思
い
」
で
は
な
く
、
位
階
名
で
あ
る
こ
と
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。
畠
山
は
、
「
テ
ラ
（
聖
域
）
を
戴
い
て
（
拝
ん
で
）
青
年
た

ち
を
見
守
る
（
守
護
す
る
）
者
は
、
誰
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
、
「
こ
の
神
歌
の
名
称
が
『
親
ウ
ム
イ
』
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
は
母
親
だ
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
が
［
畠
山
一
一
○
○
三
一
一
七
］
、
久
高
島
の
民
俗
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
オ
ナ
リ
神
信

仰
の
存
在
［
赤
嶺
二
○
○
一
｜
］
を
考
慮
す
れ
ば
、
畠
山
の
こ
の
見
解
に
同
意
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

畠
山
と
鳥
越
は
、
２
節
に
登
場
す
る
「
い
し
き
ら
－
」
を
「
石
清
ら
」
と
し
、
両
者
と
も
に
子
ど
も
の
名
付
け
儀
礼
で
子
ど
も
を
抱
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二
月
の
ミ
シ
キ
ョ
マ
祭
祀
の
さ
い
に
行
わ
れ
た
国
王
に
よ
る
「
位
昇
進
之
言
上
」
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら

『
由
来
来
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
久
高
島
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
「
位
昇
進
」
の
対
象
は
久
高
島
の
男
た
ち
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
名
付
け
儀
礼
に
国
王
の
歓
迎
と
関
わ
る
歌
謡
が
謡
わ
れ
、
ま
た
王
国
時
代
の
位
階
（
位
）

名
が
登
場
す
る
こ
と
に
着
目
す
れ
ば
、
国
王
の
行
幸
に
伴
っ
て
行
わ
れ
た
「
位
昇
進
之
言
上
」
と
、
今
日
の
名
付
け
儀
礼
が
か
っ
て
何

ら
か
の
つ
な
が
り
を
有
し
て
い
た
可
能
性
が
想
定
で
き
よ
う
。
一
八
二
九
年
か
ら
一
八
六
五
年
ま
で
の
間
に
久
高
島
の
男
た
ち
が
「
飛

例
の
こ
と
で
あ
る
。

い
て
矢
を
射
る
女
性
が
腰
か
け
る
石
だ
と
解
釈
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
筆
者
は
、
イ
ザ
イ
ホ
ウ
の
最
終

場
面
の
兄
弟
と
の
対
面
式
で
謡
わ
れ
る
歌
に
も
登
場
す
る
、
姉
妹
に
と
っ
て
の
兄
弟
を
意
味
す
る
「
イ
シ
キ
ャ
ー
」
（
オ
モ
口
語
の

「
い
し
ゑ
け
り
こ
で
あ
る
可
能
性
を
想
定
し
た
い
。
ま
た
、
３
節
の
「
て
ら
か
み
て
み
ば
ぶ
り
み
そ
－
リ
」
を
、
外
間
・
玉
城
は

「
テ
ラ
ハ
聖
域
Ｖ
を
戴
い
て
見
守
り
下
さ
い
」
と
訳
し
て
い
た
が
、
鳥
越
が
「
日
神
を
拝
ん
で
お
護
り
下
さ
い
」
と
解
釈
し
て
い
る
点

は
注
意
を
引
く
。
名
付
け
儀
礼
と
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
（
太
陽
神
）
行
事
と
の
間
に
見
ら
れ
る
密
接
な
関
連
を
考
慮
す
る
と
、
筆
者
も
テ

ー
プ
は
「
聖
域
」
で
は
な
く
国
王
の
象
徴
と
し
て
の
「
太
陽
」
で
あ
る
可
能
性
を
想
定
し
た
い
。

つ
ぎ
に
、
『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
一
に
、
国
王
が
二
月
の
ミ
シ
キ
ョ
マ
の
た
め
に
久
高
島
へ
行
幸
し
た
際
に
、
「
於
間
切
、
位
昇
進
之

言
上
、
有
之
也
」
［
外
間
・
波
照
間
編
一
九
九
七
二
九
］
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
た
い
。
「
位
昇
進
之
言
上
」
と

は
何
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
語
の
「
言
上
」
に
は
、
「
貴
人
に
話
す
こ
と
」
「
目
上
の
人
に
述
べ
る
こ
と
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
が
、

豊
見
山
和
行
に
よ
る
と
、
琉
球
史
に
登
場
す
る
「
言
上
」
と
い
う
用
語
は
、
国
王
の
裁
可
を
仰
ぐ
た
め
に
国
王
へ
言
葉
で
も
っ
て
申
し

述
べ
る
こ
と
に
限
定
し
て
使
用
さ
れ
る
と
い
う
［
豊
見
山
一
九
九
六
八
七
］
。
そ
れ
故
に
、
「
言
上
」
が
行
わ
れ
る
場
所
は
首
里
城

で
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
『
琉
球
国
由
来
記
』
が
記
す
と
こ
ろ
の
、
久
高
島
で
「
位
昇
進
之
言
上
」
が
行
わ
れ
た
と
い
う
の
は
異
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以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
｜
二
年
に
一
度
の
午
年
に
イ
ザ
イ
ホ
ウ
と
共
に
行
わ
れ
て
き
た
男
た
ち
の
名
付
け
儀
礼
も
、
イ
ザ
イ
ホ

ウ
や
例
年
の
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
お
よ
び
ヨ
ー
カ
ビ
の
日
の
儀
礼
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
久
高
島
だ
け
に
閉
じ
ら
れ
た
ロ
ー
カ
ル
な
祭
祀

で
は
な
く
、
か
っ
て
は
国
家
体
制
と
つ
な
が
り
の
あ
る
祭
祀
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
よ
う
に
仮
定

し
た
と
し
て
も
、
名
付
け
儀
礼
の
歌
詞
の
解
釈
や
儀
礼
の
細
部
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
は
、
依
然
と
し
て
不
明
な
点
が
多
く
残
る
こ
と
も

事
実
で
あ
る
。
最
大
の
問
題
と
思
わ
れ
る
の
は
、
ナ
ー
リ
キ
（
名
付
け
）
と
い
う
儀
礼
の
名
称
に
関
わ
る
も
の
で
、
名
付
け
る
主
体
は

誰
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
ま
た
、
現
在
の
名
付
け
は
家
号
と
姓
の
名
乗
り
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
沖
縄
お
よ
び

（
２
）

久
高
島
に
お
け
る
家
号
や
姓
を
め
ぐ
る
歴
史
的
情
況
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
な
ど
が
思
い
浮
か
ぶ
。

一
二
年
に
一
度
行
わ
れ
る
名
付
け
儀
礼
と
、
毎
年
行
わ
れ
る
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が

あ
る
。
鳥
越
憲
三
郎
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
昭
和
一
七
（
一
九
四
一
一
）
年
の
午
年
に
は
、
ウ
プ
ス
ー
た
ち
の
道
行
き
の
儀
礼
と
し
て
の
テ
ー

（
３
）

一
フ
ー
ガ
ー
ミ
が
な
く
、
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
の
歌
の
歌
唱
が
名
付
け
儀
礼
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
名
付
け
儀
礼
が
テ
ー
ラ
ー

ガ
ー
ミ
を
組
み
込
む
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
儀
礼
が
い
ず
れ
も
男
性
主
体
の
行
事
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、

元
来
は
両
者
と
も
国
家
体
制
と
関
係
す
る
祭
祀
で
あ
っ
た
と
い
う
共
通
性
に
よ
る
も
の
と
考
え
た
い
。

さ
ら
に
、
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
は
来
島
し
た
国
王
の
歓
迎
が
、
ヨ
ー
カ
ビ
ー
の
日
の
行
事
は
離
島
を
控
え
て
の
、
御
嶽
か
ら
村
に
戻
る

船
」
の
「
水
梢
」
な
ど
を
し
て
活
躍
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
『
球
陽
』
の
記
事
の
存
在
に
つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
活
躍

は
す
べ
て
「
爵
位
」
を
賜
る
対
象
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
こ
の
文
脈
で
想
起
し
た
い
。

結
び

130



国
王
一
行
を
村
境
で
迎
え
る
儀
礼
が
基
盤
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
場
合
、
儀
礼
の
順
序
が
前
後
し
て
い
る
点
は
本
仮
説
の
弱
点
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
注
意
を
促
し
て
お
い
た
が
［
赤
嶺
二
○
○
四
一
一
○
一
］
、
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
が
名
付
け
儀
礼
に
組
み

込
ま
れ
て
い
る
午
年
に
限
っ
て
は
、
そ
の
矛
盾
が
生
じ
な
い
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
午
年
に
は
、
八
月
一
○
日
に
名

付
け
儀
礼
に
組
み
込
ま
れ
る
か
た
ち
で
、
島
に
到
着
し
た
国
王
の
歓
迎
が
下
敷
き
と
な
っ
た
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
が
行
わ
れ
、
翌
日
の
八

月
二
日
に
は
、
離
島
を
控
え
て
の
、
御
嶽
か
ら
戻
っ
て
く
る
国
王
一
行
を
村
境
で
迎
え
る
儀
礼
が
下
敷
き
と
な
っ
た
祭
祀
が
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

（
２
）
久
高
島
の
家
号
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
地
割
制
と
の
関
わ
り
と
い
う
視
点
か
ら
別
稿
［
赤
嶺
一
九
八
四
で
論
じ
た
こ
と

が
あ
る
。
ま
た
、
『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
［
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
編
集
委
員
会
編
、
浦
添
市
教
育
委
員
会
］
に
は
、
久
高

島
の
家
号
と
姓
に
関
わ
る
以
下
の
史
料
が
確
認
で
き
る
。
か
っ
こ
内
は
記
事
記
載
年
で
あ
る
。
①
「
久
高
村
石
嶺
小
之
む
た

内
間
」
（
一
八
五
五
）
［
『
評
定
所
文
書
』
一
○
五
○
二
、
②
「
久
高
島
下
小
之
西
銘
筑
登
之
親
雲
上
」
（
一
八
五
六
）

［
『
評
定
所
文
書
』
一
五
四
二
一
］
、
③
「
外
間
村
よ
く
め
屋
内
間
筑
登
之
親
雲
上
」
（
一
八
五
六
）
［
『
評
定
所
文
書
』
’
二

八
注
Ｖ

（
１
）
例
え
ば
、
以
下
の
記
述
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
「
当
日
［
ヨ
ー
カ
ビ
ー
の
日
］
島
の
全
女
性
は
、
老
婆
も
子
供
も
全
部
含
め
て
、

残
ら
ず
御
嶽
に
入
り
神
歌
を
唱
し
な
が
ら
舞
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
村
に
残
さ
れ
た
全
て
の
男
性
は
、
御
嶽
か
ら
離
れ
た
場

所
で
女
達
の
御
嶽
か
ら
帰
っ
て
来
る
の
を
待
ち
う
け
、
再
び
そ
こ
で
男
女
入
交
っ
て
舞
ふ
の
で
あ
る
。
子
供
達
は
新
し
い
着
物
を

つ
け
父
母
や
祖
父
母
に
お
ん
ぼ
さ
れ
て
小
旗
を
ふ
り
、
そ
し
て
一
同
は
三
味
線
に
合
し
て
乱
舞
す
る
の
で
あ
る
」
［
鳥
越
一
九

七
一
二
二
○
］
。
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一
六
三
］
、
④
「
久
高
村
東
す
の
は
ん
之
西
銘
筑
登
之
親
雲
上
（
一
八
五
六
）
［
『
評
定
所
文
書
』
一
一
一
一
八
九
］
、
⑤

「
外
間
村
富
川
屋
之
か
め
内
問
」
（
一
八
五
六
）
［
前
掲
］
、
⑥
「
外
間
村
新
謝
名
之
む
と
内
間
」
（
’
八
五
六
）
［
前
掲
］
、

⑦
「
外
間
村
大
瀬
之
内
間
筑
登
之
親
雲
上
」
（
一
八
五
六
）
［
『
評
定
所
文
書
』
’
○
六
四
八
］
、
⑧
「
外
間
村
登
口
小

之
安
里
筑
登
之
親
雲
上
」
（
一
八
五
六
）
［
前
掲
］
、
⑨
「
久
高
村
東
酉
は
ん
之
西
銘
筑
登
之
親
雲
上
」
（
一
八
五
六
）
［
前

掲
］
、
⑩
「
久
高
村
上
之
安
室
屋
之
内
間
に
や
」
（
一
八
五
六
）
［
前
掲
］
⑪
「
外
間
村
は
な
し
の
安
里
筑
登
之
親
雲
上
」

（
一
八
五
六
）
［
『
評
定
所
文
書
』
八
一
一
六
］
。
ま
た
、
一
八
五
三
年
か
ら
一
八
五
四
年
に
か
け
て
の
文
書
を
収
録
す
る
「
八
重
山

江
暎
船
よ
り
御
置
候
唐
人
等
一
件
付
渡
海
之
御
使
者
日
記
」
と
い
う
史
料
の
中
に
、
「
知
念
間
切
久
高
島
大
里
船
」
と
い
う
用
語

が
見
え
［
『
評
定
所
文
書
』
六
五
一
一
一
六
］
、
さ
ら
に
中
国
福
州
市
に
あ
る
琉
球
人
墓
の
、
光
緒
六
（
明
治
一
三
、
’
八
八
○
）
年

刻
銘
の
墓
碑
に
「
使
者
貢
船
船
頭
久
高
島
大
里
内
間
筑
登
之
親
雲
上
墓
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が

［
新
垣
源
勇
一
九
八
三
八
］
、
一
一
つ
の
史
料
に
登
場
す
る
「
大
里
」
は
、
久
高
島
に
現
存
す
る
家
号
の
「
大
里
」
（
ウ
プ
ラ
ト
ゥ
）

と
判
断
さ
れ
る
。
な
お
、
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、
か
つ
て
唐
船
の
船
頭
の
出
た
家
は
以
下
に
揚
げ
た
八
軒
で
、
『
評
定
所
文

書
』
等
に
記
載
さ
れ
る
家
号
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
か
っ
こ
内
で
示
す
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ハ
ン
シ
（
⑪
の

「
は
な
し
」
）
、
ス
ル
バ
ン
（
④
の
「
す
の
は
ん
」
お
よ
び
⑨
の
「
酉
は
ん
」
）
、
メ
ー
ウ
プ
ラ
ト
ゥ
（
前
「
大
里
」
）
、
ツ
ン
ナ
ー
ヤ

（
⑤
の
「
富
川
屋
」
）
、
チ
マ
リ
ヤ
、
ス
ー
ヤ
ー
、
浜
ミ
ン
ダ
カ
リ
、
ヤ
チ
ャ
ー
ミ
ン
ダ
カ
リ
。

（
３
）
但
し
、
一
九
七
八
年
の
午
年
の
八
月
行
事
を
観
察
し
て
い
る
畠
山
篤
が
「
名
付
け
に
続
く
祭
り
と
し
て
、
中
一
日
（
八
月
二

日
の
ヨ
ー
カ
旦
を
お
い
て
、
八
月
一
一
一
日
に
太
陽
神
が
執
り
行
わ
れ
る
」
［
畠
山
二
○
○
一
一
一
一
一
一
一
一
一
］
と
述
べ
て
い
る
の
に

依
拠
す
る
と
、
一
九
七
八
年
の
午
年
に
は
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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球
陽
研
究
会
編

一
九
七
四
『

新
垣
源
勇

赤
嶺
政
信

小
島
理
禮

Ⅲ
Ⅱ
梢

一
九
八
五

八
参
考
文
献
Ｖ

、

’

二
○
○
四
「
王
権
に
ま
な
ざ
さ
れ
た
島
ｌ
沖
縄
・
久
高
島
」
赤
坂
憲
雄
編
『
現
代
民
俗
誌
の
地
平
２
権
力
』
朝
倉
書
店

一
九
八
三
「
沖
縄
久
高
島
の
「
門
中
」
制
Ｉ
久
高
島
村
落
祭
祀
組
織
理
解
の
た
め
の
予
備
的
考
察
－
Ｊ
『
民
族
学
研
究
』
四
七
’
四

一
九
八
四
「
地
割
制
社
会
に
お
け
る
家
ｌ
久
高
島
の
事
例
を
通
し
て
Ｉ
」
『
沖
縄
民
俗
研
究
』
五
、
沖
縄
民
俗
研
究
会

一
九
九
一
一
一
「
久
高
島
の
祭
祀
組
織
ｌ
門
中
制
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
‐
Ｊ
『
沖
縄
久
高
島
の
イ
ザ
イ
ホ
ー
」
砂
子
屋
書
房

一
九
九
八
「
歴
史
の
な
か
の
沖
縄
ｌ
イ
ザ
イ
ホ
ウ
再
考
Ｉ
］
宮
田
登
編
『
現
代
民
俗
学
の
視
点
第
三
巻
函
民
俗
の
思
想
』
朝
倉
書
声

二
○
○
二
「
久
高
島
男
と
女
の
民
俗
誌
・
序
説
」
記
念
論
集
刊
行
会
編
『
琉
球
・
ア
ジ
ア
の
民
俗
と
歴
史
（
比
嘉
政
夫
教
授
退
一

記
念
論
集
と
椿
樹
書
林

九
七
九
「
歴
史
的
概
観
」
沖
縄
県
教
育
庁
文
化
課
編
『
イ
ザ
イ
ホ
ー
調
査
報
告
書
ｌ
久
高
島
イ
ザ
イ
ホ
ー
民
俗
文
化
財
特
定
調

九
八
三
「
中
国
福
州
に
眠
る
久
高
島
船
頭
」
『
広
報
ち
ね
ん
』
’
一
六
、
知
念
村
役
場

徹

「
久
高
島
民
俗
社
会
の
基
盤
ｌ
「
地
割
組
」
の
組
成
分
析
１
Ｊ
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
久
高
島
調
査
委
員
会
編

縄
久
高
島
調
査
報
告
書
』
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所

『
球
陽
ｌ
読
み
下
し
編
Ｉ
』
角
川
書
店

夫
教
授
退
官

書
店一ロ

沖
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比
嘉
康
雄

畠
山
篤

豊
見
山
和
行

一
九
九
六

一
九
八
三

鳥
越
憲
三
郎

一
九
九
八
『
近
世
沖
縄

知
念
村
史
編
集
委
員
会
編

高
良
倉
吉

田
名
真
之

二
○
○
一
一
一
「
久
高
島
の
名
付
け
の
祭
祀
世
界
」
『
奄
美
沖
縄
民
間
文
芸
学
』
一
一
一

一
九
六
五
『
琉
球
宗
教
史
の
研
究
』
角
川
書
店

一
九
七
一
二
九
四
二
「
古
代
琉
球
村
落
に
於
け
る
巫
女
組
織
」
馬
淵
東
一
・
小
川
徹
編
『
沖
縄
文
化
論
叢
３
民
俗
編
Ⅱ
』

平
凡
社

一
九
八
七
『
琉
球
王
国
の
構
造
』
吉
川
弘
文
館

査
ｌ
』
沖
縄
県
教
育
委
員
会

一
九
九
一
一
「
太
陽
の
神
と
白
馬
の
霊
威
ｌ
久
高
島
の
テ
ィ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
ー
の
神
歌
ｌ
」
『
藝
能
』
一
一
一
四
’
一
二
、
桜
楓
社

九
九
三
（
ａ
）
『
神
々
の
原
郷
久
高
島
上
』
第
一
書
房

『
知
念
村
史
第
一
巻
資
料
編
ｌ
知
念
の
文
献
資
料
Ｉ
』
知
念
村
役
場

『
近
世
沖
縄
の
素
顔
』
ひ
る
ぎ
社

「
近
世
琉
球
史
料
『
諸
役
増
減
』
に
つ
い
て
」
『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
四
八
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一
九
九
七
『
琉
球
国
由
来
記
』
角
川
書
店

琉
球
王
国
評
定
所
文
書
編
集
委
員
会
編

一
九
八
九
『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
二
、
浦
添
市
教
育
委
員
会

一
九
八
○
『
南
島
歌
謡
大

外
間
守
善
・
波
照
間
永
吉
編

外
間
守
善
・
玉
城
政
美

湧
上
元
雄

一
九
九
三
（
ｂ
）
『

比
嘉
康
雄
・
谷
川
健
一

二
○
○
○
『
沖
縄
民
俗
文
化
論
』
椿
樹
書
林

九
七
九
『
神
々
の
島
』
平
凡
社

『
南
島
歌
謡
大
成
Ｉ
沖
縄
編
上
』
角
川
書
店

『
神
々
の
原
郷
久
高
島
下
』
第
一
書
房
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